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佐世保市地域福祉計画推進委員会 

 

 

 

 

１．委員会の設置目的  

 本市における地域福祉を推進していくために、平成２０年度に策定した『佐世保市地域福祉計画・

地域福祉活動計画』に基づく取り組みなどについて、意見・提案を行うこと。 

 

２．委員会の主な役割  

①  計画に基づく取り組みの進捗状況の確認と評価 

②  その他計画の推進のために必要な取り組みの助言・提案 

③  次期計画を見据えた現行の計画の見直し 

④  その他、必要な事項についての審議 

 

３．委員会の運営方法  

（１）計画に記載する個別の取り組みについての検証（組み立て）を行っていくにあたり、施策の体系

を基にした３つの部会を編成し、委員全員がいずれかの部会に所属し、平成２３年度から、この

各部会において、これまでの取り組み内容の検証と今後の取り組みについての議論を行う。 

※平成２３年度までの検証（組み立て）を経て、平成２４年度からは、部会において各取り組みを評価 

していくことも考えられるが、この点は今後検討していく。 

 

【部会の構成について】 

        ●部会Ａ「意識づくり部会（仮称）」 

         （検証対象）基本目標１の全体 および 基本目標２の基本施策１部分 

                ［対象取組項目］１５項目 

        ●部会Ｂ「地域づくり部会（仮称）」 

（検証対象）基本目標２の基本施策２～４部分 

                ［対象取組項目］１５項目 

●部会Ｃ「福推協関係部会（仮称）」 

（検証対象）基本目標２の基本施策５部分 および 基本目標３の全体 

                ［対象取組項目］１１項目 

 

（２）委員会においては、部会における協議の結果およびその結果を踏まえた現状について、総括する

とともに、年度末または年度終了後に、基本目標等の大きな枠組みでの評価を行う。 
 

 

 

 

 

「佐世保市地域福祉計画推進委員会」の役割等について 

計画の体系（計画書 P.39～40、別紙参照）に基づく 

◎具体的な運営方法については、今年度、委員長・副委員長および各部会の部会長による

５名で構成する「部会長会議」において検討していく。 

 

 



 


